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トン数標準税制の拡充に関する 

「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案」の成立に係るコメント 

 

一般社団法人 日本船主協会 

会 長  工 藤 泰 三 

 

本日の参議院本会議におきまして、トン数標準税制の拡充に関する

「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案」が成立いたしました。 

国会議員の先生方の海運業界に対する深いご理解と、国土交通省

ご当局の多大なるご尽力に対しまして、厚く御礼申し上げます。 

外航海運業界は、本制度の趣旨に則り、国際競争力の強化に向けた

不断の努力を続けるとともに、わが国の安定的な国際海上輸送の確保に

貢献すべく努めてまいります。 

トン数標準税制の拡充につきましては、今後、具体的な要件等につ

いての検討が予定されております。事業者の実情などを踏まえたもの

となることを期待しております。 

引き続き関係の皆様のご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

以上 


